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4.1.3.3 環境保全措置の検討 

(1) 環境保全措置の検討項目 

環境保全措置の検討は、予測結果を踏まえ、環境影響がない又は小さいと判断され

る場合以外に行う。 

表 4.1.3-13 に示すように、予測の結果から、工事の実施に伴う振動の影響は小さい

と判断されることから、環境保全措置の検討を行う項目はない。 

 

表 4.1.3-13 環境保全措置の検討項目 

環境保全措置 
の検討 項目 予測結果の概要 

工事の実施 

振動 

 建設機械の稼働に係る振動は、特定建設作業
に係る振動の規制に関する基準値を下回ると予
測されることから、影響は小さいと考えられ
る。 
 また、工事用車両の運行に係る振動は道路交
通振動の要請限度を下回り、影響は小さいと考
えられる。 

－ 

注)－:影響がない又は小さいと判断されるため、環境保全措置の検討を行わない。 

 

(2) 配慮事項 

以下に示す内容については、工事の実施における配慮事項として、影響の程度に関

わらず、新たに又は継続して実施する。 

・工事用車両の一般道路の通行規制を行う。 

・建設機械の複合同時稼働・高負荷稼働を回避する。 

・低振動型建設機械を使用する。 

・アイドリングストップを行う。 

・路面の平坦性を維持する。 
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4.1.3.4 評価の結果 

振動については、建設機械の稼働に係る振動について調査、予測を実施した。その結

果、建設機械の稼働に係る振動は、振動規制法に定める基準値を下回ると予測され、基

準との整合は図られている。これにより、振動に係る環境影響が事業者の実行可能な範

囲内でできる限り回避・低減されていると判断する。 
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